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石綿による疾病の 認定基準の改正について 

1  石綿との関連が 明らかな疾病として、 「石綿肺」、 「肺がん」及び「甲皮膜 ( 胸 

膜又は腹 膜 ) 」があ り、 当該疾病の労災認定については、 昭和 53 年 10 月 23 日付 

け「石綿ばく 露 作業従事労働者に 発症した疾病の 業務上外の認定について」 ( 以 

下 「認定基準」 という。 ) に基づき行ってきたところであ る。 

2  近年、 中 度腫に 係る医学的知見の 進歩に加えて、 その労災認定件数が、 平成 

11 年度 25 件、 平成 12 年度 35 件、 平成 13 年度 33 件と増加傾向にあ り、 また、 認定 
せ @                           

基準 に 具体的認定要件を 定めていない、 心膜及び精巣 鞘 膜の中使腫の 労災認 

定 事例もあ った。 

3  牛皮腫の労災請求件数は、 今後さらに増加することも 予想され、 このような 

事態への的確な 対応及び迅速・ 適正な労災認定のために「石綿ばく 露 労働者に 

発生した疾病の 認定基準に関する 検討会」 ( 以下「検討会」 という。 ) を開催 

し、 認定基準の見直し 検討を行ってきたが、 その検討結果が 平成 15 年 8 月 26 日 

に 取りまとめられた。 

4  この検討結果を 踏まえて、 認定基準を改正し、 本日付けで「石綿に よ る疾病 

の 認定基準について」 ( 以下「改正認定基準」 という。 ) を厚生労働省労働基 

準 局長から都道府県労働局長あ て通達しだところであ る。 

5  厚生労働省では、 改正認定基準に 基づく、 迅速・適正な 労災認定が図られる 

よ う 、 関係事業者及び 労働者等への 周知のためのパンフレットの 作成配布、 労 

災認定業務担当職員に 対する研修の 実施及び医療機関、 医療関係者向けハンド 

ブックの作成等により 改正認定基準の 周知を図ることとしている。 

6  改正認定基準における 主な改正点は、 別添 1 のとおりであ り、 また、 検討会 

における検討結果の 概要は、 別添 2 のとおりであ る。 

  

l 

          



別 漆ェ 

改正認定基準における 主な改正点 

1  石綿との関連が 明らかな疾病として、 認定基準には「胸膜又は 腹 膜の中 
せいそうしょⅠまく 

皮腫 」が示されていたが、 これに「心膜、 精巣 鞘 膜の中皮膜」を 追加し 

たこと。 

2  石綿との関連が 明らかな疾病として、 「良性石綿胸水」及び「びまん 性 

胸膜肥厚」を 新たに例示したこ と 

3  石綿ばく 露 作業については、 過去の労災認定事例等を 踏まえて、 次のも 

のを追加したこと。 

① 倉庫内等における 石綿原料等の 袋詰め又は運搬作業 

② 石綿製品が用いられている 車両の補修又は 解体作業 

③ 石綿又は石綿製品を 直接取扱 う 作業の周辺等において、 間接的なば く 

露を受ける可能性のあ る作業 

また、 石綿ばく 露 作業の例示に 当たっては、 「石綿原料に 関連した作業」、 

  「石綿製品の 製造工程における 作業」及び「石綿製品等を 取扱 う 作業」等 
に分類・整理したこと。 
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5  肺がん及び牛皮腫の 医学的所見に 係る要件のうち、 石綿ばく 露 指標と 

して重要な「胸膜プラーク ( 胸膜肥厚 斑 ) 」及び「石綿小体又は 石綿繊維」 

をそれぞれ独立させる 等の見直しをしたこと。 
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別添 2 

「石綿ばく 露 労働者に発生した 疾病の認定基準に 

関する検討会」の 検討結果の概要 

「 検討会の設置 

Ⅰ ) 検討内容 

石綿ばく 露 労働者に発生した 疾病として、 「石綿肺」、 「肺がん」及び「 ( 胸 

膜 又は腹 膜の ) 牛皮膜」があ る。 今般、 認定基準に具体的認定要件を 定めて 
せいそう し 壮う 生く 

いない心膜及び 精巣 鞘 膜の中度腫を 業務上として 労災認定した 事例があ る 

こと、 牛皮 腫に 係る労災認定件数の 増加が見込まれること 等にかんがみ、 申 

皮腫に 係る認定要件の 見直し検討を 行 う とともに、 その他石綿と 因果関係が 

認められる疾病の 取扱いについて 検討を行った。 

( 注 )  現行認定基準 ( 昭和 b3 年 10 月 23 日付け 基発 第 584 号「石綿ばく 露 作業 

従事労働者に 発生した疾病の 業務上外の認定について」 ) においては、 石 

綿との関連が 明らかにされている 主な疾病として、 「石綿肺」、 「肺がん」 

及び「胸膜又は 腹 膜の中皮膜」が 掲げられている。 

(2) 検討経過及び 参集者 

平成 14 年 10 月 29 日～平成 15 年 8 月 8 日 計 7 回開催 

参集者は別紙のとおり   

2  検討結果の概要 

検討会における 検討結果の概要は 以下のとおり。 

(1) 石綿との関連が 明らかな疾病として、 「心膜、 精巣 鞘 膜の中皮膜」を 追加。 

(2) 石綿との関連が 明らかな疾病として、 「良性石綿胸水」及び「びまん 性 胸 

膜 肥厚」を追加。 

(3) 石綿ばく 露 指標として重要な「胸膜プラーク ( 胸膜肥厚 斑 ) 」を、 認定要 

件 として独立させる。 

(4) 中度 腫は ついては、 認定要件の一つであ る石綿ばく 露 作業への従事期間を、 

「 5 年以上」から「 1 年以上」に短縮。 

(5) 石綿ばく 露 作業の例示を 見直し、 整理すべき。 

(6) 肺がんについても、 石綿ばく 露 作業への従事期間 ( 肺がんは、 1 0 左 ヲ三 ) を 

除き、 牛皮腫の認定要件見直しに 合わせて、 認定要件を整理。 

(7) 認定基準改正を 契機に 、 石綿関連疾患及びその 労災補償上の 取扱いについ 

て 、 関係労使のみならず、 中度腫の診断・ 治療に携わる 者を含む、 すべての 

医療関係者等への 周知、 徹底を図る。 
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別紙 

石綿ばく 露 労働者に発生した 疾病の認定基準もこ 関する検討会 

参集者名簿 ( 五十音順 ) 

氏 名 そ受 職 等 専 門 

蕃民 正則 国立療養所近畿中央病院 放射線科医長 ( 放射線 ) 

井 内 康 輝 広島大学医学部長 ( 病 理 ) 
広島大学大学院医 歯 薬学総合研究科 

病理学研究室教授 

岸本 卓 巳 労働福祉事業団岡山労災病院内科部長 (@s¥pWa  床 ) 

神山 宣彦 独立行政法人産業医学総合研究所 (2%U  定 ) 

作業環境計測研究部長 

三浦 淳 太郎 国家公務員共済組合連合会横須賀共済病院 ( 臨 床 ) 

内科部長 

⑨ 森永 謙二 大阪府立成人病センター 参事   
⑨ : 座長 
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労働基準法施行規則別表 第 「の 2 第 7 号 7 

「石綿にさらされる 業務による肺がん 又は申皮膜」 

労災補償状況 

平成 4 年度   
平成 5 年度   
平成 6 年度   
平成 7 年度   
平成 8 年度   
平成 9 年度   
平成 10 年度   
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C45.0 胸膜中 度腫 

C45.1  腹 膜甲皮 腫 

C45.2 心膜中度 腫 

C45,7 その他の部位の 中度 腫 

C45,9 甲皮膜，部位不明 
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( 出典 : 厚生労働省人口動態調査平成 7 年～平成 ]3 年各下巻死亡弟「泰一 2 死亡数， 性 ・死因 ( 死因基本分類 湖 」 ) 

Ⅹ「甲皮 腫 」は、 ICD-l0 により平成 7 年から統計に 加えられたものであ る。 



業務上疾病に 関する法令等 

0 労働基準法 ( 昭和 22 年法律第 49 号 ) ( 抄 ) 

( 療養補償 コ 

第 7h 条 労働者が業務上負傷し 、 又は疾病にかかった 場合においては、 使用者は、 その費 

用で必要な療養を 行い、 又は必要な療養の 費用を負担しなければならない。 

② 前項に規定する 業務上の疾病及び 療養の範囲は、 厚生労働省令で 定める。 

( 他の法律との 関係 ) 

第 84 条 この法律に規定する 災害補償の事由について、 労働者災害補償保険法 ( 昭和 2 2 

年法律第 5 0 号 ) 又は厚生労働省令で 指定する法令に 基づいてこの 法律の災害補償に 相 

当する給付が 行われるべきものであ る場合においてほ、 使用者は、 補償の責を免れる。 

( 第 2 項 略 ) 

0 労働者災害補償保険法 ( 昭和 99 年法律第 50 号 ) ( 抄 ) 

( 業務災害に関する 保険給付の種類等 コ 

第 12 条の 8  ( 第 1 項 略 ) 

② 前項の保険給付 ( 傷病補償年金及び 介護補償給付を 除く   ) は、 労働基準法第 7 5 条 

から第 7 7 条まで、 第 7 9 条及び第 8 0 条に規定する 災害補償の事由が 生じた場合に、 

補償を受けるべき 労働者若しくは 遺族又は葬祭を 行 う 者に対し、 その請求に基づいて 行 う 。 

( 第 3 項 略 ) 

0 労働基準法施行規則 ( 昭和 22 年厚生省令第 23 号 ) ( 抄 ) 

第 35 条 法第 7 5 条第 2 項の規定による 業務上の疾病は、 別表第 t 02 に掲げる疾病とす 

る 。 

0 別表 第 「の 2 ( 第 3 5 条関係 ) 

  一 一 " ( 田番 ) 

固 化学物質等に よ る次に掲げる 疾病 

1  厚生労働大臣の 指定する単体たる 化学物質及び 化合物 ( 合金を含む。 ) にさらさ 

れる業務による 疾病であ って、 厚生労働大臣が 定めるもの 
  

2  弗素樹脂、 塩化ビニル樹脂、 アクリル樹脂等の 合成樹脂の熱分解生成物にさらさ 

れる業務による 眼 粘膜の炎症又は 気道粘膜の炎症等の 呼吸器疾患 

3  すす 、 鉱物 油 、 ぅ るし、 タール、 セメント、 アミン系の樹脂硬化剤等にさらされ 

る 業務による皮膚疾患、 
  ぜん 

4  蛋白分解酵素にさらされる 業務による皮膚炎、 結膜炎又は鼻炎、 気管支喘息等の 

呼吸器疾患 

5  木材の粉じん、 獣毛のじ わ あ い等を飛散する 場所における 業務又は抗生物質等に 

さらされる業務によるアレルギー 性の鼻炎、 気管支喘息、 ぜ， - " 等の呼吸器疾患、 

6  落綿等の粉じんを 飛散する場所における 業務による呼吸器疾患 
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五 粉じんを飛散する 場所における 業務によるじん 肺症又はじん 航法 ( 昭和 35 年法律第 

30 号 ) に規定するじん 肺と 合併したじん 航法施行規則 ( 昭和 35 年労働省令第 6 号 ) 第 

Ⅰ 条 各号に掲げる 疾病 

六 ( 略 ) 
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0 労働安全衛生法施行令 

別表第三 特定化学物質等 ( 第 6 条、 第 1 5 条、 第 1 7 条、 第 2 1 条、 第 2 2 条関係 ) 

一 (N@) 

二 第二 類 物質 

1 ～ 3  ( 田を ) 

4  石綿 ( アモサイト及びクロシドライトを 除く。 ) 

5 ～ 3 7 ( 略 ) 

  

三 ( 略 ) 

  

Ⅰ
 

2
 

    




